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令和８年度（仮称）江東区新庁舎建設基本計画策定支援業務委託その２ 

仕様書（案） 

 

1. 業務名称 

令和８年度（仮称）江東区新庁舎建設基本計画策定支援業務委託その２ 

 

2. 業務の趣旨 

本業務は、本区の新庁舎の整備を進めるにあたり、令和７年度に実施した「（仮

称）江東区新庁舎建設基本計画策定支援業務委託その１」（以下、「令和７年度業務

委託」という。）に引き続き、新庁舎や江東区文化センターの再整備、集約化を検討

している施設を含めた複合施設（以下「新庁舎等」という）としての一体的な整備

について検討を行い、今後の設計段階に必要な諸条件を整理する基本計画の策定に

伴う業務の支援を行うものである。 

また、新庁舎整備を契機として、区役所エリアの課題解決を進めるとともに、拠

点としてのまちの魅力を高めるため、地権者間の合意形成を図りながら区役所エリ

アまちづくりの検討を本業務にて行う。合理的な土地利用を検討することにより、

新庁舎整備をはじめとした機能更新や土地利用転換など高い整備効果につなげてい

く。 

 

3. 委託期間 

契約締結日（令和８年６月上旬予定）の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

4. 基本計画の構成案及び前提条件 

(1) 基本計画の構成案 

基本計画の構成については、現時点で以下を想定しているが、最終的な成果物

は検討の経過により決定する。 

・ 基本計画の位置づけ・概要 

・ 導入機能別の整備方針 

・ 複合化する施設に関する方針 

・ 施設計画及び空間構成 

・ 構造、環境計画 

・ 事業手法、事業スケジュールについて等 

(2) 前提条件 

原則として以下の前提条件にて検討を行うこととするが、より効果的な整備や

状況の変化が生じた場合はこの限りでない。 
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・ 複合化をする施設については「江東区保健所」、「東陽図書館」、「東陽

子ども家庭支援センター（東陽区民館内）」及び「教育支援課（教育

センター内）」を検討対象候補としており、これを前提に検討する。 

・ 基本構想策定時に行った庁内調査及び令和７年度の検討内容をもとに

将来を見据えた検討を行う。貸与を予定している資料は以下のとお

り。 

➢ 基本構想時（令和６年度時点） 

令和５、６年度江東区新庁舎建設基本構想策定支援業務委託成果物

（「会議室利用実態調査」、「各部署機能相関関係調査」、「文書量調

査」、「窓口利用実態調査」など） 

➢ 令和７年度業務 

令和７年度業務委託成果物（「導入機能別の整備方針」など） 

・ 「導入機能別の整備方針」の方向性については令和 7年度に検討を行

った別紙１を参照するほか、不足する場合は追加で検討を行う。 

・ 庁舎周辺との一体整備や区役所エリアまちづくりの検討範囲は、別紙

２のとおりとし、原則として庁舎敷地を含む街区で区道及び都道に囲

まれた敷地とする。 

・ 別途区が発注する予定である（仮称）「区役所エリアまちづくり支援

バーチャルリアリティ作成業務」の受託業者とデータ連携を図り、事

業手法や区役所エリアまちづくりの検討に活用するほか、区民周知等

においても視覚的なイメージの把握のため効果的に使用する。 

 

5. 業務内容 

令和６年度策定の「江東区新庁舎建設基本構想」及び令和７年度業務委託の結果

を踏まえ、以下の業務を行う。 

(1) 基本計画の検討作業 

基本計画の策定に必要な検討を行う。なお令和９年度業務において基本計画

（素案）の策定を予定している。 

(ｱ) 追加の基本要件の整理 

これまでの検討結果に加え、窓口・執務空間のあり方及び別途検討を予

定している文化センターの将来のあり方等を踏まえた新庁舎等の規模を具

体的に検討し、各検討の基本的な要件となる事項を整理する。 

（実施方法及び留意事項） 

・ 新庁舎における窓口や執務室のあり方について、区の現状や区民ニー

ズ、将来の社会状況変化等を踏まえ、基本的な考え方や機能、整備の

方向性を整理し複数の検討案を作成する。検討にあたり、新庁舎に配
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置を予定している全ての課の調査・ヒアリングの実施を予定してい

る。 

・ 江東区文化センターについて、別途検討を予定している将来の文化セ

ンターのあり方をもとに、新庁舎と一体整備を行うにあたっての基本

的な考え方や機能連携、整備の方向性を整理する。検討にあたっては

実際に使用する区民意見を十分に考慮する。 

・ 新庁舎等の執務空間、窓口空間、共用部、集約化対象施設、区民交流

機能等各機能別の床面積の具体的な検討を行い、規模や施設計画、概

略モデルプランの前提となる要件を整理する。 

(ｲ) 事業手法及び事業スケジュールの検討 

これまでの検討に基づき、仮庁舎等工事中の機能維持の観点や事業スケ

ジュールや事業費等の比較・分析を行い、最も適した事業手法を検討す

る。 

（実施方法及び留意事項） 

・ 新庁舎等の建設地については現在の敷地を基本とするが、5.(2)の進

捗や周辺地権者との協議状況に合わせ、より効果的な事業手法の観点

から検討を行い、最終的な敷地を定める。 

・ 事業手法の検討にあたっては、「5.(2)区役所エリアまちづくりの検

討」に応じて、新庁舎と文化センターの段階的な整備や敷地内で異な

る事業手法の可能性についても検討する。 

・ 事業スケジュールについて、事業完了までに想定される施設整備、付

帯設備整備、各種調達業務などを網羅的に整理するものとし、調査、

設計、工事、移転、供用開始等の事業手順・時期がわかるように整理

する。 

・ 事業手法、発注方式のほか簡易 VFMの検討を行い、事業全体における

財政負担とその平準化についても比較検討し、総合的な評価を行う。 

・ サウンディング型市場調査を実施し、民間の意向を把握した上で、最

適な事業手法についての総合的な評価を行う。 

(ｳ) 施設計画の検討（その１） 

基本要件や導入機能の整備方針、事業手法の検討を踏まえ、新庁舎等の

基本設計に必要な建築計画、動線計画、配置計画など諸条件を整理する。

なお、令和９年度業務において概略のモデルプラン作成を予定しており、

これを前提に業務を行う。 

（実施方法及び留意事項） 

・ 配置計画・空間構成については、複数パターンを比較検討する。 

・ 各計画については浸水対策及び将来の可変性・更新性を考慮する。 



 

4 

 

・ 建築計画について、フロア構成、ゾーニング、レイアウト案の検討を

行う。検討にあたり、配置を予定する各諸室及び各機能の面積を整理

し、必要諸室リストを作成する 

・ 動線計画について、来庁者及び職員その他の動線のほか災害時の避難

動線の検討を行う。 

・ 管理区分計画の検討について、セキュリティゾーニングの検討を行

う。 

・ 外構について、アプローチ、緑地の整備方針、景観への配慮などの検

討を行う。 

・ 駐車場計画について、台数規模、一般車両、公用車及び搬入車両の動

線処理等の検討を行う。 

・ 駐輪場計画について、来庁者用、職員用の台数を把握し、駐輪台数や

設置場所の検討を行う。 

・ 構造計画及び防災計画について、本区で想定される地震や水害等の災

害に対して、非常時に必要な機能、収容人数及び職員数、施設の機能

維持が可能な災害対応性能、耐震安全性能等の検討を行う。 

・ 環境計画について、新庁舎で実現可能な取り組みについて検討を行

う。 

・ 設備計画について、敷地内及び周辺にあるインフラ施設関係及び既存

施設（本庁舎、防災センター、文化センター）に引き込んでいるイン

フラ関係の詳細な調査を行い、整理を行う。 

・ 将来的な機器更新への対応を考慮し、新庁舎等に設置する設備機器類

の整理と必要スペースの検討を行う。 

・ 導入機能や必要規模、環境計画等を踏まえて、適切な設備計画及び想

定需要電力の検討を行う。 

・ 工事計画について、区民サービス機能を維持するため、周辺施設への

移転計画やそれにともなう仮庁舎の整備または改修等について検討を

行う。合わせて仮庁舎（周辺施設の賃借含む）の耐震性など、災害時

の業務継続の可否を踏まえた検討を行う。 

(ｴ) 事業費の算出（その１） 

令和８年度の検討時点における新庁舎等の整備の概算事業費の算出及び

整備後のライフサイクルコストの試算を行う。 

（実施方法及び留意事項） 

・ 整備費用の試算について、庁舎等の工事費、仮庁舎整備・移転費用の

ほか、設計委託や敷地測量等整備にあたり必要な関連諸費用を見込

む。 
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・ ライフサイクルコストの試算について、類似事例等を参考に庁舎耐用

年限まで使用する場合の維持管理、改修費用等をふまえたライフサイ

クルコストの算出を行う。 

(2) 区役所エリアまちづくりの検討 

新庁舎等のより効果的な事業手法の検討や周辺に与える影響を踏まえ、区

役所エリアの関係権利者と共にまちづくりの検討を行う。対象範囲は別紙２

のとおり。将来、地区計画の導入可能性を想定し業務を行う。 

(ｱ) 区役所エリアまちづくりに向けた現況整理、課題分析対象範囲の現状や 

課題分析を行い、整理する。 

（実施方法及び留意事項） 

・ 対象範囲の建物や土地の現況、上位計画や関連計画における位置づけ

の整理や課題分析を行い、区役所エリアまちづくりの目指す姿や土地

利用の方向性を検討する。 

・ 目指すまちづくりの実現に向け、活用できる諸制度や地区計画等の規

制誘導方策の検討も含め、具体的な実現手法を提案する。 

・ 新庁舎等の事業手法の検討と十分に整合を図ったうえで検討を進め

る。 

(ｲ) 区役所エリア地権者協議会の運営 

対象範囲の地権者又は地権者による団体を対象とする地権者協議会（会

員６者、参加者２０名程度を予定）にて、区役所エリアまちづくりに関す

る協議を行う。 

（実施方法及び留意事項） 

・ 協議会の事務局として、協議会の企画、運営、まちづくりに関する協

議の参考となる関連情報の共有や添付資料を含む提案書の取りまとめ

に関する支援を行う。 

・ 協議会は４回程度を予定し、各回のテーマは区担当者と協議の上、決

定する。 

・ 協議会で使用する資料の作成及び印刷を行う。 

・ 協議会の日程調整及び会場確保は区で行う。その他、会場設営、協議

会会員への開催通知送付や急な日程変更、欠席者への資料送付等の事

務連絡は受託者が行う。 

・ 協議会の企画、会議の進行や議論の整理を行い、円滑な運営を行う。 

・ 協議会中は必要に応じて写真撮影や録音、録画等を行い、各回終了後

速やかに意見や意向等をとりまとめると共に、協議会の活動及び提案

書作成状況を記録として整理する 
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・ まち歩き等屋外活動を必要に応じて実施する場合は、協議会会員の安

全を考慮した運営を行うこと。また、イベント保険への加入、水分補

給を含む協議会会員への熱中症対策を十分に行う。 

・ 協議会のほか、対象範囲の地権者又は地権者の団体それぞれに対し、

区が個別の意見聴取を行う予定であり、使用する資料の作成及び印刷

を行う。 

(ｳ) 区役所エリアまちづくり構想（骨子）の作成 

(2)(ｱ)及び(ｲ)の検討内容をもとに、「区役所エリアまちづくり構想

（骨子）」を取りまとめる。なお、令和９年度業務において説明会の実施

を予定している。 

(ｴ) 関係協議及び資料作成 

新庁舎等の整備や区役所エリアまちづくりの実現に向け、活用できる諸

制度や地区計画等の規制誘導方策を検討し、必要に応じて関係機関と都市

計画手法等の協議を行う｡協議に出席し、使用する資料の作成及び印刷を行

う。 

(3) 学識経験者等によるアドバイザリー会議（２回）の運営支援 

基本計画の策定に向けて、各分野の専門的な視点から検討を深めるため、学

識経験者等にて構成するアドバイザリー会議（以下、「アドバイザリー会議」と

いう。）について以下の運営支援を行う。 

・ これまでの検討結果や庁内検討内容をもとに、アドバイザリー会議で

検討すべき論点の整理、議題の素案及び進行案等の会議に必要な資料

の作成及び印刷 

・ アドバイザリー会議の出席及び会議の運営補助 

・ アドバイザリー会議実施後の議事録の作成及び意見の整理 

（実施方法及び留意事項） 

・ 学識経験者等の選定と調整、会場の準備については区が行う。 

・ 委員の人数は６名を想定している。令和７年度の各専門分野は都市計

画、防災・災害対策、景観（ランドスケープ）、ユニバーサルデザイ

ン、環境、ＤＸである。 

・ 実施時期は１回目が令和８年夏～秋ごろ、２回目が令和８年１２月～

令和９年２月頃を想定している。 

(4) 区民意見の把握等の支援 

(ｱ) ワークショップ（２回）の運営支援 

多様な区民の意見を基本計画に取り入れるため、区民が参加するワーク 

ショップを開催し、意見の聴取を行う。以下の運営支援を行う。 

・ ワークショップの企画、資料作成（スライド資料含む）及び印刷 
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・ 開催周知の案内チラシや参加者への案内状の作成 

・ ファシリテーターとしてワークショップの運営、進行、説明 

・ ワークショップの議事録の作成及び意見の取りまとめ及び整理 

・ 開催結果報告の作成 

（実施方法及び留意事項） 

・ 手法やテーマ等は提案内容を踏まえ、別途協議の上、決定することと

する。 

・ 実施時期は令和８年８月上旬を想定しており、６月中にテーマを決定

する。 

・ 参加人数は最大２４名/回（６名×４グループ）とし、小学生から中

学生を対象にしたこどもワークショップ（１回）と高校生世代以上を

対象とした一般ワークショップ（１回）をそれぞれ想定している。 

・ 会場の用意、参加者の募集及び選定については区が行う。その他、会

場設営や資料送付に必要な資材・経費等は受託者にて用意する。 

・ 参加者の安全に十分配慮した内容とし、まち歩き等活動内容の必要に

応じてイベント保険に加入すること。 

・ 多様な当事者（障害当事者や外国人居住者等）の参加を想定し、説明

資料や説明に配慮すること。なお、聴覚障害者が参加する場合の手話

通訳者は区が手配する。 

(ｲ) 区民への周知活動の支援 

区民ワークショップの開催結果や、基本計画の策定に向けた検討、会議

の状況等の進捗に応じて、区民に基本計画の策定状況をわかりやすく周知す

るための広報及びホームページへの掲載用資料等を作成する。 

（実施方法及び留意事項） 

・ 区民向けにわかりやすく、訴求効果のある表現とする 

・ 令和８年１０月に開催予定である江東区民まつりに、事業周知及び区

民意見聴取を目的とした出展を予定している。 

・ 令和８年秋ごろに区報、ホームページ等での検討状況の区民周知を予

定している。 

(ｳ) 当事者意見の把握 

子育て団体、高齢者団体、知的障害者団体、外国人団体等多様な利用者

から新庁舎整備に関する意見聴取を行う。意見聴取する団体の調整は区が

行う。手法はグループインタビューを想定しており、内容については協議

の上、決定する。 

(5) 庁内検討会議における運営支援（６専門部会） 
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新庁舎等の導入機能、施設計画などを職員の視点から具体的に検討する庁内

検討会議（導入機能別の専門部会）について、以下の運営支援を行う。 

・ 専門部会で検討すべき内容の整理及び資料作成（スライド資料含む） 

・ 専門部会に必要に応じた出席、補足説明又は助言等 

・ 専門部会の議事録の作成及び意見や意向の取りまとめ及び整理 

（実施方法及び留意事項） 

・ 専門部会は、「防災」、「窓口サービス」、「交流・協働」、「性能（アク

セシビリティ・環境性能等）」、「事業手法」、「複合化（文化センター

含む）」の６つを想定している。 

・ 「防災」「交流・協働」「アクセシビリティ・環境性能等」については

令和７年度にまとめた導入機能別の整備方針にもとづき、追加で検討

が必要な事項について検討を行う。 

・ 職員からの意見の取り入れ方法や運営方法、検討を深めるべきテーマ

は提案内容も踏まえ、別途協議の上決定することとする。 

・ 各専門部会の実施回数について、「窓口サービス」及び「事業手法」

については３回程度、その他については各１～２回程度を予定してい

る。 

(6) 事務局の運営支援 

作業の進捗に応じた事務局との打ち合わせを実施するほか、庁内検討の調

整に必要な資料の作成や助言、その他基本計画の策定に必要となる事項を適

宜提案し、実施の支援を行う。 

 

6. 成果品及び提出部数 

成果品項目 数量 提出期限 

① 業務報告書 1式（電子データ※、CD-R等）  1式 協議の上決定する 

※ データは、直接印刷が可能な解像度の完成原稿のデータ形式(PDF)のほか、編集

が可能なデータ形式（Microsoft社製のWord及びExcel、PowerPoint等）で原稿

及び添付図（グラフ・図形・写真等）、根拠資料など一式を納入するものとす

る。  

※ 成果品の納入場所は、区指定の場所へ納品するものとする。 

 

7. 資料の貸与等 

本業務の受託者へこれまで庁内にて検討してきた資料を貸与する。委託内容を

進めるにあたり、本資料内の必要となる要素や視点なども踏まえつつ、業務報告

書を策定するものとする。 
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8. 成果品の帰属 

本業務による成果品及び派生する権利等の副産物は、すべて本区に帰属するも

のとし、区の承諾を受けずに公表、譲渡、貸与又は使用してはならない。 

 

9. 業務計画 

受託者は、業務の実施にあたり契約締結後速やかに実施体制、緊急連絡体制、

業務方針、作業スケジュール等を記載した「業務計画書」を提出し、区担当者の

承諾を得ること。 

 

10. 支払方法 

受託業務完了後、検査を実施した上、書面による請求により支払いを行う。な

お、支払方法は一括払いとし、委託者は書面による請求を受理した日から起算し

て３０日以内に代金を支払うこととする。 

 

11. その他 

(1) 受託者は、区担当者と打合せを密にし、業務の進捗に支障のないようにする

こと。 

(2) 受託者は、業務の実施に当たっては、関係法令及び条例を遵守するともに、

区と協議を行い、その意図や目的を十分に理解したうえで、適正な人員配置

のもとで進めること。 

(3) 業務の遂行にあたり使用する関係書類及びデータ等については、可能な限り

最新のものを使用するとともに、出典・年月等を明記すること。 

(4) 本仕様書に特に明記がないもの、本業務を進めるうえで当然に必要となる資

料やデータ等の作成は受託者の責において行うものとする。 

(5) 委託期間中であっても本仕様書に定める内容を適正に履行しないなど、受託

者として不適当と判断した場合、区は本契約期間に係わらず契約を解除する

場合がある。 

(6) 本仕様書に定めのない事項または疑義のある場合、その都度、双方協議の

上、実施するものとする。 

 

12. 担当部署 

〒135-8383 東京都江東区東陽四丁目 11番 28号 

江東区政策経営部新庁舎整備推進課新庁舎整備推進担当 

電話：03-3647-7561 

FAX：03-3647-7568 

電子メール：shinchosya@city.koto.lg.jp 


















